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〈広告欄〉

農地の貸し借りは、
長野県農地中間管理機構をご利用ください
■皆さんは「農地」に関する次のような悩みはありませんか。
・「経営規模を縮小したいけど、残った農地の管理はどうしよう。」
・「子ども達は仕事が忙しく、当分の間は農業に従事しない。」
・「地域の担い手に農地を貸してもいいけど、誰に貸したらいいのか分からない。」
　このような悩みを解決するのが、「長野県農地中間管理機構」です。「長野県農地中間管理機構」は、農地
を一定の条件に沿って借り受け、地域の大規模農家や新規就農者等の皆さんに農地の転貸を行う「公的組
織」です。

1　農地貸付けまでの流れ

借受希望者
（農地の受け手）

規模拡大、農地の集積・集約化
借受 貸付

長野県
農地中間管理機構

農地提供者
（農地の出し手）

規模縮小、離農など

2　機構が農地を借り受ける条件等
◆機構が農地を借り受ける年数は 5年以上です。
◆機構が農地を貸し付ける相手（農地の受け手）は、地域・集落で作成している「人・農地プラン」に
基づき、調整が行われます。

3　機構へ農地を貸し付けた方へのメリット
◆10年以上機構に農地を貸し付けるなどの一定の条件を満たすと、農地を貸し付けた方に「経営転換協
力金」や「耕作者集積協力金」が交付されます。

◆10年以上地域（集落等）の農地を機構にまとめて貸し付けた場合などの一定の条件を満たすと、機構
に貸し付けた農地の割合に応じ、「地域集積協力金」が交付されます。

▼問い合わせ先  ・小諸市農業委員会事務局（農林課農地係内）・（公財）長野県農業開発公社東信支所☎0267－63－3111


